
４ 職員給与 

（１）平均給料月額・給与月額 

市町村における一般行政職の平均給料月額は、一般行政職4,050百円（給料3,170百円、諸手当

879百円）であり（表１）、技能労務職の平均給料月額は3,863百円（給料3,282百円、諸手当581

百円）である（表２）。 

 
表１ 一般行政職の平均給与月額 

（単位：百円、歳） 

区分 
平均給料 

月額(A) 

平均諸手当 

月額(B) 

平均給与月額 平均 

年齢 (A)+(B) 増減額・率 

県内 

市平均 
3,172 918 4,090 ▲46 41.4 

3,200 936 4,136 ▲1.1% 41.6 

町村平均 
3,152 404 3,556 ▲19 41.9 

3,167 407 3,575 ▲0.5% 42.2 

市町村平均 
3,170 879 4,050 ▲44 41.5 

3,198 896 4,094 ▲1.1% 41.6 

全国 

市平均 
3,175 773 3,949 ▲42 41.9 

3,194 798 3,991 ▲1.1% 42.0 

町村平均 
3,036 488 3,524 ▲29 41.4 

3,059 494 3,553 ▲0.8% 41.6 

市区町村平

均 

3,144 753 3,897 ▲40 41.8 

3,164 773 3,937 ▲1.0% 41.9 

国 
3,305   － － 

－ 
43.6 

3,318   － － 43.6 

※平均給料月額、諸手当月額及び平均年齢の数値は、いずれも加重平均数値である。 
※市平均、市町村平均については、指定都市を含んでいない。 

 ※端数処理のため、総務省の公表数値と一致しない場合がある。 

※平均給料月額、平均諸手当月額、平均給与月額について、上段は平成 29 年 4 月分の支給額  

の平均、下段は平成28年4月分の支給額の平均になる。 

※端数処理のため、平均給料月額と平均諸手当月額の合計と平均給与月額が一致しない場合が

ある。 

 
 
 
  



表２ 技能労務職の平均給与月額 
（単位：百円、歳） 

区分 
平均給料 

月額(A) 

平均諸手当 

月額(B) 

平均給与月額 平均 

年齢 (A)+(B) 増減額・率 

県内 

市平均 
3,333 608 3,941 ▲13 52.3 

3,331 623 3,954 ▲0.3% 51.7 

町村平均 
2,516 186 2,702 5 49.5 

2,500 196 2,697 0.2% 49.3 

市町村平均 
3,282 581 3,863 ▲13 52.2 

3,280 596 3,876 ▲0.3% 51.5 

国 
2,868 － － 

－ 
50.6 

2,874 － － 50.4 

※平均給料月額、諸手当月額及び平均年齢の数値は、いずれも加重平均数値である。 

※市平均、市町村平均については、指定都市を含んでいない。 

※平均給料月額、平均諸手当月額、平均給与月額について、上段は平成 29 年 4 月分の支給額  

の平均、下段は平成28年4月分の支給額の平均になる。 

※端数処理のため、平均給料月額と平均諸手当月額の合計と平均給与月額が一致しない場合が

ある。 

 
 
【用語の説明】 
「給与」 
条例で定められた勤務時間による勤務に対する報酬のことをいい、労働基準法でいう「賃金」と

本質的には同様である。 
給与は、給料と諸手当で構成される。 

 
「給料」 
給料表に基づいて支給されるものであり、職員の職務の複雑、困難及び責任の度に応じて支給  

される、職員の正規の労働時間に対する報酬。 
 
「諸手当」 
特殊勤務手当、時間外勤務手当、扶養手当等、給料に加給される従たる給与で、特殊な勤務又は

正規の勤務時間外の勤務に従事する職員の給与上の調整、あるいは、生計費の増嵩に対する補給等

のために、給料の補充的な給与として支給される。 







 

 
 

 

 
 
 
 

 
  



 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



（５）給与実態調査における一般職の職員数（総論・職種別） 
市町村の一般職の職員数は、53,486人であり、前年に比べて4,445人の増となっている。 

なお、職種別の職員数は、一般行政職が一番多く、全体の45.7%を占めている（表９）。 

 
表９ 一般職職員数 

                            （単位：人） 

区  分 
平成２９年 平成２８年 対前年比 

職員数 構成比 職員数 構成比 増減数 増減率 

一般行政職 24,438 45.7% 24,146 49.2% 292 1.2% 

税務職 2,594 4.9% 2,579 5.3% 15 0.6% 

医師・歯科医師職 65 0.1% 63 0.1% 2 3.2% 

薬剤師・医療技術職 1,173 2.2% 1,142 2.3% 31 2.7% 

看護・保健職 1,777 3.3% 1,743 3.6% 34 2.0% 

福祉職 5,409 10.1% 5,286 10.8% 123  2.3% 

消防職 5,906 11.0% 5,895 12.0% 11  0.2% 

企業職 3,955 7.4% 3,908 8.0% 47 1.2% 

技能労務職 2,609 4.9% 2,714 5.5% ▲105 ▲3.9% 

教育職 5,550 10.4% 1,549 3.2% 4,001 258.3% 

その他 10 0.0% 6 0.0% 4 66.7% 

合計 53,486 100.0% 49,031 100.0% 4,455 9.1% 

 
 
 
【用語の説明】 
「福祉職」 
福祉職の区分に該当する職員とは、社会福祉に関する専門的な知識、技術をもって、自己の判断

に基づき独立して、必要な援護、育成、更生のための指導、保育、介護等の対人サービス業務に   

従事している者をいい、具体的には、身体障害者更生援護施設、老人福祉施設、児童福祉施設に   

勤務する生活指導員や保育士などがあげられる。 
 

 
 












